
四日市市告示第５２３号 

 四日市市中小企業人材スキルアップ支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次

のように定める。 

  平成２８年１２月１３日 

四日市市長  田 中 俊 行 

 

  四日市市中小企業人材スキルアップ支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

四日市市中小企業人材スキルアップ支援事業費補助金交付要綱（平成27年4月1日告示第171号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第４号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  附 則 

 この要綱は、平成２８年１２月２４日から施行する。 

 (商工農水部商工課) 

 


